
第2章 子ども・子育て支援事業計画
未就学児童の人口推計1.

　未就学児童の人口推計については、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コーホート変化率法により算
出しました。

※コーホートとは…同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指します。
※コーホート変化率法とは…各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から変化率を求め、
　それに基づき将来人口を推計する方法です。

※2022（R4）年度～2024（R6）年度は各年4月1日時点の住民基本台帳の実績、2025（R7）年度～
　2029（R11）年度はコーホート変化率法による推計値

０歳児
１歳児
２歳児
３歳児
４歳児
５歳児
計

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

2024
（R6）年度

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

3,598
3,717
3,765
3,905
4,121
4,198
23,304

3,400
3,636
3,688
3,787
3,903
4,111
22,525

3,150
3,439
3,647
3,657
3,813
3,925
21,631

3,091
3,190
3,438
3,644
3,671
3,816
20,850

3,042
3,130
3,189
3,435
3,658
3,674
20,128

2,999
3,081
3,129
3,187
3,448
3,661
19,505

2,964
3,038
3,080
3,127
3,200
3,451
18,860

2,934
3,003
3,037
3,078
3,140
3,203
18,395

（単位：人）
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96

第2章　子ども・子育て支援事業計画第2章　子ども・子育て支援事業計画

第
１
部 

総
論
第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
２
部 

各
論
第
１
章

第
２
章

第
３
部 

資
料

第
１
部 

総
論
第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
２
部 

各
論
第
１
章

第
２
章

第
３
部 

資
料



第2章 子ども・子育て支援事業計画
未就学児童の人口推計1.

　未就学児童の人口推計については、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コーホート変化率法により算
出しました。

※コーホートとは…同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指します。
※コーホート変化率法とは…各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から変化率を求め、
　それに基づき将来人口を推計する方法です。

※2022（R4）年度～2024（R6）年度は各年4月1日時点の住民基本台帳の実績、2025（R7）年度～
　2029（R11）年度はコーホート変化率法による推計値

０歳児
１歳児
２歳児
３歳児
４歳児
５歳児
計

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

2024
（R6）年度

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

3,598
3,717
3,765
3,905
4,121
4,198
23,304

3,400
3,636
3,688
3,787
3,903
4,111
22,525

3,150
3,439
3,647
3,657
3,813
3,925
21,631

3,091
3,190
3,438
3,644
3,671
3,816
20,850

3,042
3,130
3,189
3,435
3,658
3,674
20,128

2,999
3,081
3,129
3,187
3,448
3,661
19,505

2,964
3,038
3,080
3,127
3,200
3,451
18,860

2,934
3,003
3,037
3,078
3,140
3,203
18,395

（単位：人）

25,000

20,000
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5,000
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（人）
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教育・保育提供区域の設定2.
　教育・保育提供区域は、地理的条件、人口、その他の社会的条件、さらには歴史的背景等を踏まえ、
保護者やこどもが居宅から容易に移動することが可能な区域を定める必要があります。
　本市では、住民の学習、文化、スポーツ活動等を支える生涯学習の拠点であるとともに、多くの市民
に利用されており、市民にとって親しみのある１３か所の地区公民館区域を教育・保育提供区域としま
す。
　また、地域子ども・子育て支援事業の提供体制については、各事業の利用実態を踏まえ、事業ごとに
設定します。

◉大南支所◉大南支所

◉明野支所◉明野支所
◉大分市役所◉大分市役所

◉稙田支所◉稙田支所

◉野津原支所◉野津原支所

◉佐賀関支所◉佐賀関支所

坂ノ市支所◉坂ノ市支所◉

大在支所
◉
大在支所
◉

鶴崎支所◉鶴崎支所◉

●
坂ノ市公民館

●
坂ノ市公民館

佐賀関公民館佐賀関公民館

大在公民館大在公民館

鶴崎公民館●鶴崎公民館●

●明治明野公民館●明治明野公民館

東部公民館
●

東部公民館
●

西部公民館●西部公民館●

●南大分公民館●南大分公民館

●南部公民館●南部公民館

●大南公民館●大南公民館

●稙田公民館●稙田公民館

●
野津原公民館
●
野津原公民館

中央公民館中央公民館

大
分
川

大
野
川

大分東部地区

大分南部地区

稙田地区

大南地区
野津原地区

大分西部地区

南大分地区
大分中央地区

鶴崎地区

大在地区

坂ノ市地区

佐賀関地区明治・明野地区
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教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保3.
　教育・保育の利用状況及び子育てに関するアンケート調査等により把握した利用希望を踏まえ、教
育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前のこどもの数の推
移や教育・保育施設の利用定員数の状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに必要な利用定員
数を定めます。

基本的な考え方
　本市における教育・保育の量の見込みについては、以下の基本的な考え方のもとに算出しています。

①現在、認定こども園や幼稚園、保育所等を利用しているこどもは、教育・保育を
必要とするこどもととらえ、継続してこどもが通える利用定員を維持する。

②潜在ニーズについては、アンケート調査結果をもとに国が定める計算方法により
算出された教育・保育の利用希望を踏まえるとともに、女性の就業率の伸びや、
利用児童数等の実績、乳幼児数の将来推計等を考慮しながら、教育・保育の提
供区域ごとに量を見込む。

③量の見込みについては、教育・保育の申込み状況及び待機児童の状況等を踏ま
え、子ども・子育て会議で点検し、計画期間の途中においても必要に応じ、見直
し・修正を行う。
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　教育・保育の利用状況及び子育てに関するアンケート調査等により把握した利用希望を踏まえ、教
育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就学前のこどもの数の推
移や教育・保育施設の利用定員数の状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに必要な利用定員
数を定めます。

基本的な考え方
　本市における教育・保育の量の見込みについては、以下の基本的な考え方のもとに算出しています。

①現在、認定こども園や幼稚園、保育所等を利用しているこどもは、教育・保育を
必要とするこどもととらえ、継続してこどもが通える利用定員を維持する。

②潜在ニーズについては、アンケート調査結果をもとに国が定める計算方法により
算出された教育・保育の利用希望を踏まえるとともに、女性の就業率の伸びや、
利用児童数等の実績、乳幼児数の将来推計等を考慮しながら、教育・保育の提
供区域ごとに量を見込む。

③量の見込みについては、教育・保育の申込み状況及び待機児童の状況等を踏ま
え、子ども・子育て会議で点検し、計画期間の途中においても必要に応じ、見直
し・修正を行う。

（単位：人）

（単位：人）

教育・保育の量の見込み

番
号 区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

203
209
183
240
170
195
215
101
235
174
104
21
6

2,056

203
208
183
240
169
195
215
101
234
174
104
21
6

2,053

203
208
183
240
169
195
215
101
235
174
104
21
6

2,054

204
209
184
241
170
195
215
101
235
174
105
21
6

2,060

204
210
184
242
171
196
216
102
236
175
105
21
6

2,068合　　　計

① 0歳児における量の見込み（3号認定）

１号認定

２号認定

３号認定

満３歳以上の就学前のこどもで、教育を希望する
こども(２号認定を除く)

認定こども園、保育所、
家庭的保育事業、小規模保育
事業、事業所内保育事業*

認定こども園、保育所

認定こども園、幼稚園

満３歳以上の就学前のこどもで、保護者の就労・
疾病等により、保育を必要とするこども

満３歳未満のこどもで、保護者の就労・疾病等に
より保育を必要とするこども

番
号 区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

231
246
194
250
209
194
229
112
307
175
127
21
8

2,303

234
250
197
253
211
196
231
113
311
178
129
21
8

2,332

234
249
197
253
211
196
231
113
311
177
129
21
8

2,330

234
250
197
253
211
196
231
113
311
178
129
21
8

2,332

235
250
197
254
212
197
232
113
312
178
129
21
8

2,338合　　　計

② 1歳児における量の見込み（3号認定）

利用できる主な施設・事業教育・保育給付認定区分 対象となるこども
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（単位：人）

番
号 区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

215
262
185
248
226
203
256
123
336
173
146
22
13

2,408

206
251
177
238
216
195
246
118
322
166
140
21
12

2,308

208
254
180
241
219
197
248
119
326
168
142
22
12

2,336

208
254
180
240
219
197
248
119
326
168
141
22
12

2,334

208
254
180
241
219
197
248
119
326
168
142
22
12

2,336

③ 2歳児における量の見込み（3号認定）
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（単位：人）

番
号 区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

215
262
185
248
226
203
256
123
336
173
146
22
13

2,408

206
251
177
238
216
195
246
118
322
166
140
21
12

2,308

208
254
180
241
219
197
248
119
326
168
142
22
12

2,336

208
254
180
240
219
197
248
119
326
168
141
22
12

2,334

208
254
180
241
219
197
248
119
326
168
142
22
12

2,336

③ 2歳児における量の見込み（3号認定）

（単位：人）

（単位：人）

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

2号保育ニーズ 2号保育ニーズ 2号保育ニーズ 2号保育ニーズ 2号保育ニーズ

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

675
736
503
749
677
649
785
347
1,043
468
428
72
44

7,176

676
737
504
751
678
650
787
348
1,045
469
428
73
44

7,190

673
734
502
747
675
647
783
346
1,041
467
426
72
44

7,157

664
723
495
736
665
638
772
341
1,026
460
420
71
43

7,054

657
716
489
729
658
631
764
338
1,015
455
416
71
43

6,982

⑤ 3歳以上児（2号認定）における量の見込み

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2025
（Ｒ7）年度末

2号
教育
ニーズ

計１号
2号
教育
ニーズ

計１号
2号
教育
ニーズ

計１号
2号
教育
ニーズ

計１号
2号
教育
ニーズ

計１号

2026
（Ｒ8）年度末

2027
（Ｒ9）年度末

2028
（Ｒ10）年度末

2029
（Ｒ11）年度末

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

270
65
173
141
258
446
205
96
207
133
115
11
6

2,126

191
46
123
100
183
316
146
68
147
94
81
8
4

1,507

461
111
296
241
441
762
351
164
354
227
196
19
10

3,633

256
61
164
133
244
422
195
91
196
126
109
11
5

2,013

181
44
116
94
173
299
138
65
139
89
77
8
4

1,427

437
105
280
227
417
721
333
156
335
215
186
19
9

3,440

239
57
154
124
229
395
182
85
184
118
101
10
5

1,883

170
41
109
88
162
280
129
61
130
83
72
7
4

1,336

409
98
263
212
391
675
311
146
314
201
173
17
9

3,219

222
53
143
116
212
367
169
79
171
109
94
9
5

1,749

158
38
101
82
151
260
120
56
121
77
67
7
3

1,241

380
91
244
198
363
627
289
135
292
186
161
16
8

2,990

209
50
135
109
200
345
159
75
161
103
89
9
4

1,648

148
36
95
77
142
245
113
53
114
73
63
6
3

1,168

357
86
230
186
342
590
272
128
275
176
152
15
7

2,816

④ 3歳以上児（1号認定）における量の見込み（2号教育ニーズは１号ニーズとする）

※２号教育ニーズとは、２号認定を受けることが可能である世帯のうち、幼児期の学校教育の利用を希望する人数を示す。
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教育・保育の提供体制
　家族形態や就労形態の変化に伴い多様化する保護者のニーズに対応した教育・保育の提供体制の充実
に努めるとともに、不足する３歳未満児の保育定員の確保を図ります。
　具体的には、既存の幼稚園や保育所から認定こども園への移行や、既存施設の増改築を基本に、必要
に応じて新たな保育施設等の開設をすることで、教育・保育の提供体制を確保します。さらには、教育・保
育に従事する人材の不足により定員まで受け入れができない状況を改善するため、人材確保の支援の取組
を行うとともに、入所可能な保育所等の情報を保護者に提供することにより、受け入れ人数の拡大を図り
ます。

具体的な手法№

1

2

3

4

5

6

7

提供体制の確保策

幼稚園の認定こども園への移行

保育施設の施設整備（増築・増改築）
や新規開設

幼稚園における２歳児の受け入れ

定員構成の見直し

幼児教育・保育施設の
人材確保に向けた支援の実施

個々の保護者に応じた
利用調整の実施

保育コンシェルジュの配置

　既存の幼稚園が幼保連携型認定こども園等へ移行することに
より、保育が必要な児童を受け入れるための定員（２号・３号定
員）を設けます。なお、認定こども園への移行希望がある幼稚園
及び保育所のうち、認可・認定基準を満たすものについて、認可・
認定の対象とします。

　既存の保育所や認定こども園等の増築・建替えや、新たな保育
施設の認可等により、主に１、２歳児の定員を確保します。 

　幼稚園において保育を必要とする２歳児を対象とした預かり
事業を促進します。

　既存の幼児教育・保育施設において、定員に空きがある年齢
と、不足している年齢の定員数を調整し、その内訳を見直すこと
で、需要が多い年齢の定員を確保します。

　保育士等の不足により、定員まで受け入れができない状況を
改善するため、教育・保育の仕事の情報発信による新たな人材の
発掘や、潜在保育士等の復職を促す取組、職場環境の改善によ
る離職防止の取組を実施し、教育・保育に従事する人材の確保
の支援を行います。

　保護者の利用希望に沿った利用の調整や利用可能な保育施
設の情報提供、個別あっせんなど、きめ細かな対応を行います。

　保護者ニーズと保育サービスを適切に結びつけるための、保
育専門の相談員を配置する中で、保護者のニーズにあった保育
施設の案内や相談に応じます。
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教育・保育の提供体制
　家族形態や就労形態の変化に伴い多様化する保護者のニーズに対応した教育・保育の提供体制の充実
に努めるとともに、不足する３歳未満児の保育定員の確保を図ります。
　具体的には、既存の幼稚園や保育所から認定こども園への移行や、既存施設の増改築を基本に、必要
に応じて新たな保育施設等の開設をすることで、教育・保育の提供体制を確保します。さらには、教育・保
育に従事する人材の不足により定員まで受け入れができない状況を改善するため、人材確保の支援の取組
を行うとともに、入所可能な保育所等の情報を保護者に提供することにより、受け入れ人数の拡大を図り
ます。

具体的な手法№

1

2

3

4

5

6

7

提供体制の確保策

幼稚園の認定こども園への移行

保育施設の施設整備（増築・増改築）
や新規開設

幼稚園における２歳児の受け入れ

定員構成の見直し

幼児教育・保育施設の
人材確保に向けた支援の実施

個々の保護者に応じた
利用調整の実施

保育コンシェルジュの配置

　既存の幼稚園が幼保連携型認定こども園等へ移行することに
より、保育が必要な児童を受け入れるための定員（２号・３号定
員）を設けます。なお、認定こども園への移行希望がある幼稚園
及び保育所のうち、認可・認定基準を満たすものについて、認可・
認定の対象とします。

　既存の保育所や認定こども園等の増築・建替えや、新たな保育
施設の認可等により、主に１、２歳児の定員を確保します。 

　幼稚園において保育を必要とする２歳児を対象とした預かり
事業を促進します。

　既存の幼児教育・保育施設において、定員に空きがある年齢
と、不足している年齢の定員数を調整し、その内訳を見直すこと
で、需要が多い年齢の定員を確保します。

　保育士等の不足により、定員まで受け入れができない状況を
改善するため、教育・保育の仕事の情報発信による新たな人材の
発掘や、潜在保育士等の復職を促す取組、職場環境の改善によ
る離職防止の取組を実施し、教育・保育に従事する人材の確保
の支援を行います。

　保護者の利用希望に沿った利用の調整や利用可能な保育施
設の情報提供、個別あっせんなど、きめ細かな対応を行います。

　保護者ニーズと保育サービスを適切に結びつけるための、保
育専門の相談員を配置する中で、保護者のニーズにあった保育
施設の案内や相談に応じます。

（単位：人）

教育・保育の提供体制

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

① 0歳児(3号認定)の確保方策

53
43
40
69
27
70
54
30
40
49
21
6
3

505

17
14
13
22
8
23
17
9
13
16
7
2

161

70
57
53
91
35
93
71
39
53
65
28
8
3

666

17
14
13
22
8
23
17
9
13
16
7
2

161

87
71
66
113
43
116
88
48
66
81
35
10
3

827

117
139
118
129
128
80
128
54
170
94
70
11
3

1,241

12
0
11
7
11
2
9
0
8
0
0
0
0
60

11
14
19
12
5
0
12
9
10
12
6
0
0

110

94
125
88
110
112
78
107
45
152
82
64
11
3

1,071

204
210
184
242
171
196
216
102
236
175
105
21
6

2,068

定員（R6年度末） 2025（R7）年度 2026（R8）年度
量の
見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数
（Ｒ7.4.1～
Ｒ8.3.31
に定員増）

定員
拡大数
（Ｒ8.4.1～
Ｒ9.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定
教育・
保育施設

特定
地域型
保育事業

企業
主導型
保育

（地域枠）

計

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

36
29
27
46
18
47
36
20
27
33
14
4
2

339

17
14
13
23
9
23
18
10
13
16
7
2
1

166

53
43
40
69
27
70
54
30
40
49
21
6
3

505

2027（R9）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数

（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R10.4.1～R12.3.31）

18
15
14
23
9
24
18
10
14
17
7
2
1

172

18
14
13
23
9
23
18
10
13
16
7
2
1

167

2028（R10）年度
定員
拡大数

（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R11.4.1～R12.3.31）

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

18
15
14
23
9
24
18
10
14
17
7
2
1

172

2029（R11）年度
定員
拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）
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（単位：人）

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

② 1歳児(3号認定)の確保方策

39
21
21
36
13
33
12
10
24
18
15
3
ー

245

12
7
7
12
4
10
4
3
8
6
4

77

51
28
28
48
17
43
16
13
32
24
19
3
ー

322

12
7
7
12
4
10
3
3
8
5
4

75

63
35
35
60
21
53
19
16
40
29
23
3
ー

397

172
215
162
194
191
144
213
97
272
149
106
18
8

1,941

12
0
11
11
13
2
11
1
12
0
0
0
0
73

18
17
19
12
9
0
14
12
23
12
6
0
0

142

142
198
132
171
169
142
188
84
237
137
100
18
8

1,726

235
250
197
254
212
197
232
113
312
178
129
21
8

2,338

定員（R6年度末） 2025（R7）年度 2026（R8）年度
量の
見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数
（Ｒ7.4.1～
Ｒ8.3.31
に定員増）

定員
拡大数
（Ｒ8.4.1～
Ｒ9.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定
教育・
保育施設

特定
地域型
保育事業

企業
主導型
保育

（地域枠）

計

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

26
14
14
24
9
22
8
7
16
12
10
2
ー

164

13
7
7
12
4
11
4
3
8
6
5
1

81

39
21
21
36
13
33
12
10
24
18
15
3
ー

245

2027（R9）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数

（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R10.4.1～R12.3.31）

13
7
7
12
5
11
4
4
8
6
5
1
ー
83

13
7
7
12
4
11
4
3
8
6
5
1

81

2028（R10）年度
定員
拡大数

（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R11.4.1～R12.3.31）

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

13
7
7
12
5
11
4
4
8
6
5
1

83

2029（R11）年度
定員
拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）
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（単位：人）

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

② 1歳児(3号認定)の確保方策

39
21
21
36
13
33
12
10
24
18
15
3
ー

245

12
7
7
12
4
10
4
3
8
6
4

77

51
28
28
48
17
43
16
13
32
24
19
3
ー

322

12
7
7
12
4
10
3
3
8
5
4

75

63
35
35
60
21
53
19
16
40
29
23
3
ー

397

172
215
162
194
191
144
213
97
272
149
106
18
8

1,941

12
0
11
11
13
2
11
1
12
0
0
0
0
73

18
17
19
12
9
0
14
12
23
12
6
0
0

142

142
198
132
171
169
142
188
84
237
137
100
18
8

1,726

235
250
197
254
212
197
232
113
312
178
129
21
8

2,338

定員（R6年度末） 2025（R7）年度 2026（R8）年度
量の
見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数
（Ｒ7.4.1～
Ｒ8.3.31
に定員増）

定員
拡大数
（Ｒ8.4.1～
Ｒ9.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定
教育・
保育施設

特定
地域型
保育事業

企業
主導型
保育

（地域枠）

計

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

26
14
14
24
9
22
8
7
16
12
10
2
ー

164

13
7
7
12
4
11
4
3
8
6
5
1

81

39
21
21
36
13
33
12
10
24
18
15
3
ー

245

2027（R9）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数

（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R10.4.1～R12.3.31）

13
7
7
12
5
11
4
4
8
6
5
1
ー
83

13
7
7
12
4
11
4
3
8
6
5
1

81

2028（R10）年度
定員
拡大数

（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R11.4.1～R12.3.31）

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

13
7
7
12
5
11
4
4
8
6
5
1

83

2029（R11）年度
定員
拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）

（単位：人）③ 2歳児(3号認定)の確保方策

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

11
12
ー
17
ー
12
ー
7
7
9
6
ー
3
84

3
4

5

4

2
2
3
2

1
26

14
16
ー
22
ー
16
ー
9
9
12
8
ー
4

110

3
3

5

4

2
2
3
2

24

17
19
ー
27
ー
20
ー
11
11
15
10
ー
4

134

191
235
187
214
225
177
249
108
315
153
132
22
8

2,216

12
0
11
11
12
1
11
1
12
0
0
0
0
71

19
17
20
13
10
0
15
16
28
13
7
0
0

158

160
218
156
190
203
176
223
91
275
140
125
22
8

1,987

208
254
180
241
219
197
248
119
326
168
142
22
12

2,336

定員（R6年度末） 2025（R7）年度 2026（R8）年度
量の
見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数
（Ｒ7.4.1～
Ｒ8.3.31
に定員増）

定員
拡大数
（Ｒ8.4.1～
Ｒ9.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定
教育・
保育施設

特定
地域型
保育事業

企業
主導型
保育

（地域枠）

計

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

8
8
ー
12
ー
8
ー
5
5
6
4
ー
2
58

3
4

5

4

2
2
3
2

1
26

11
12
ー
17
ー
12
ー
7
7
9
6
ー
3
84

2027（R9）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員
拡大数

（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R10.4.1～R12.3.31）

4
4
ー
6
ー
4
ー
3
3
3
2
ー
1
30

4
4

6

4

2
2
3
2

1
28

2028（R10）年度
定員
拡大数

（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数

（R11.4.1～R12.3.31）

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

4
4

6

4

3
3
3
2

1
30

2029（R11）年度
定員
拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31
に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）
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（単位：人）④ 3歳以上児（１号認定）の確保方策（2号教育ニーズは1号ニーズとする）

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

209
50
135
109
200
345
159
75
161
103
89
9
4

1,648

148
36
95
77
142
245
113
53
114
73
63
6
3

1,168

357
86
230
186
342
590
272
128
275
176
152
15
7

2,816

490
194
157
475
642
451
383
336
432
360
330
38
36

4,324

0
0

122
0
0

685
120
0

200
0
0
0
0

1,127

490
194
279
475
642
1,136
503
336
632
360
330
38
36

5,451

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー0 0

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

定員
（R6年度末）

2025（R7）年度 2026（R8）年度量の見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ7.4.1～Ｒ8.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ8.4.1～Ｒ9.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定教育・
保育施設 計

確認を
受けない
幼稚園

計1号
2号
教育
ニーズ

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー 0 0 0

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2027（R9）年度 2028（R10）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R10.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R11.4.1～
R12.3.31）

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2029（R11）年度
定員拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31に定員増）
確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設
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（単位：人）④ 3歳以上児（１号認定）の確保方策（2号教育ニーズは1号ニーズとする）

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

209
50
135
109
200
345
159
75
161
103
89
9
4

1,648

148
36
95
77
142
245
113
53
114
73
63
6
3

1,168

357
86
230
186
342
590
272
128
275
176
152
15
7

2,816

490
194
157
475
642
451
383
336
432
360
330
38
36

4,324

0
0

122
0
0

685
120
0

200
0
0
0
0

1,127

490
194
279
475
642
1,136
503
336
632
360
330
38
36

5,451

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー0 0

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

定員
（R6年度末）

2025（R7）年度 2026（R8）年度量の見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ7.4.1～Ｒ8.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ8.4.1～Ｒ9.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定教育・
保育施設 計

確認を
受けない
幼稚園

計1号
2号
教育
ニーズ

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー 0 0 0

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2027（R9）年度 2028（R10）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R10.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R11.4.1～
R12.3.31）

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2029（R11）年度
定員拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31に定員増）
確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）

確認を
受けない
幼稚園

特定教育・
保育施設

（単位：人）⑤ 3歳以上児 （2号認定）の確保方策

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

657
716
489
729
658
631
764
338
1,015
455
416
71
43

6,982

664
725
528
743
678
637
768
324
982
455
426
71
28

7,029

22
0
12
41
0
1
8
1
2
0
0
0
0
87

686
725
540
784
678
638
776
325
984
455
426
71
28

7,116

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
13
31
ー
ー
ー
15
59

3
6

3
12

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
10
25
ー
ー
ー
12
47

3
6

3
12

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
7
19
ー
ー
ー
9
35

定員
（R6年度末）

2025（R7）年度 2026（R8）年度量の見込み
(Ｒ12.3.31時点)

確保が
必要な
定員数
（R7.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ7.4.1～Ｒ8.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ8.4.1～Ｒ9.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R8.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

特定教育・
保育施設 計

企業主導
型保育
（地域枠）

2号
保育ニーズ 特定教育・

保育施設
特定教育・
保育施設

番
　号

区域名

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

大分中央
大分東部
大分西部
大分南部
南 大 分
明治・明野
鶴 崎
大 南
稙 田
大 在
坂 ノ 市
佐 賀 関
野 津 原

合　　　計

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
7
19
ー
ー
ー
9
35

2
6

3
11

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
5
13
ー
ー
ー
6
24

3
7

3
13

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
2
6
ー
ー
ー
3
11

2
6

3
11

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー

2027（R9）年度 2028（R10）年度確保が
必要な
定員数
（R9.4.1～
R12.3.31）

定員拡大数
（Ｒ9.4.1～Ｒ10.3.31に定員増）

定員拡大数
（Ｒ10.4.1～Ｒ11.3.31に定員増）

確保が
必要な
定員数
（R10.4.1～
R12.3.31）

確保が
必要な
定員数
（R11.4.1～
R12.3.31）

特定教育・
保育施設

特定教育・
保育施設

2029（R11）年度
定員拡大数

（Ｒ11.4.1～Ｒ12.3.31に定員増）
確保が
必要な
定員数
（R12.3.31）特定教育・

保育施設
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満３歳未満のこどもの保育利用率
　３歳未満のこどもの人口に対する認定こども園、保育所等の利用定員数の割合(保育利用率)について、
計画期間内における目標値を設定します。

2025（R7）年度

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,719 5,658 58.2%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,361 5,922 63.3%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,209 6,195 67.3%

2026（R8）年度

2028（R10）年度

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,082 6,471 71.3%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

8,974 6,756 75.3%

2029（R11）年度

2027（R9）年度
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満３歳未満のこどもの保育利用率
　３歳未満のこどもの人口に対する認定こども園、保育所等の利用定員数の割合(保育利用率)について、
計画期間内における目標値を設定します。

2025（R7）年度

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,719 5,658 58.2%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,361 5,922 63.3%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,209 6,195 67.3%

2026（R8）年度

2028（R10）年度

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

9,082 6,471 71.3%

人口推計
（人）

利用定員
（人）

保育利用率
（％）

8,974 6,756 75.3%

2029（R11）年度

2027（R9）年度

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制の確保4.

　地域子ども・子育て支援事業の提供区域については、各事業の利用実態を踏まえ、事業ごとに利用さ
れている区域を勘案し、以下のとおり設定します。

（１）各事業の区域設定

基本的な考え方区域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

小学校区

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

市全域

事業名

a.妊婦健康診査事業

b.乳児家庭全戸訪問事業

c.利用者支援事業

d.一時預かり事業

e.延長保育事業

f.病児保育事業

g.子育て短期支援事業

h.子育てファミリー・
　サポート・センター事業

i.放課後児童クラブ事業

j.養育支援訪問事業

k.地域子育て支援拠点事業

l.子育て世帯訪問支援事業

m.児童育成支援拠点事業

n.親子関係形成支援事業

o.乳児等通園支援事業
　（こども誰でも通園制度）

p.産後ケア事業

妊婦が各自で希望する医療機関等を選択して
利用しているため

乳児のいる全世帯への訪問を行うものであるため

本市における設置箇所数を設定するものであるため

一時的または不定期の保育を提供する事業であり、
一定の区域に設定することが困難なため

保育所や認定こども園等に在園している児童を
対象としているため

医療機関での実施を基本としているため

一時的または不定期に預かりを行う事業であり、
一定の区域に設定することが困難なため

会員相互の希望により利用しているため

放課後に児童が利用することから、
安全性を確保する必要があるため

訪問の必要性の認定を一元的に
行うこととしているため

利用者が希望する施設を選択して利用しているため

広域的な対応をする必要があるため

広域的な対応をする必要があるため

広域的な対応をする必要があるため

一時的または不定期の保育を提供する事業であり、
一定の区域に設定することが困難なため

産婦が各自で希望する産後ケア事業実施施設
（医療機関等）を選択して利用しているため
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（単位：回）

（２）各事業の量の見込み及び提供体制の確保　

妊婦健康診査事業a
事業内容
　母子健康手帳交付時に、妊婦健康診査受診票を交付し、受診勧奨を行い、妊娠中の異常を早期に発
見し、適切な治療や保健指導につなげています。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：県内34か所 （医療機関32か所、助産所2か所）
◯妊婦健康診査受診票 ： 1人当たり14回分
※国の基準に基づき妊婦1人につき14回分交付しています。ただし、予定日を超過し、14回の妊婦健診を受診済みの場合に
限り、追加の受診票を1枚交付しています。また、多胎妊婦に追加受診票5回分を交付しています。

　出生数減少に伴い妊婦健康診査の延べ受診回数は減少しています。
　妊婦健診の受診が不定期な場合等、産科医療機関等の関係機関と連携しながら妊婦、家族に対する
支援を行い、子育て家庭が健やかな子育てができるよう妊娠期から切れ目のない支援を行う必要があ
ります。

2020
（R2）年度

受診回数

１人当たりの
受診回数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

45,056

12.0

43,231

11.9

40,657

11.9

39,063

11.9

〈実績〉
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（単位：回）

（２）各事業の量の見込み及び提供体制の確保　

妊婦健康診査事業a
事業内容
　母子健康手帳交付時に、妊婦健康診査受診票を交付し、受診勧奨を行い、妊娠中の異常を早期に発
見し、適切な治療や保健指導につなげています。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：県内34か所 （医療機関32か所、助産所2か所）
◯妊婦健康診査受診票 ： 1人当たり14回分
※国の基準に基づき妊婦1人につき14回分交付しています。ただし、予定日を超過し、14回の妊婦健診を受診済みの場合に
限り、追加の受診票を1枚交付しています。また、多胎妊婦に追加受診票5回分を交付しています。

　出生数減少に伴い妊婦健康診査の延べ受診回数は減少しています。
　妊婦健診の受診が不定期な場合等、産科医療機関等の関係機関と連携しながら妊婦、家族に対する
支援を行い、子育て家庭が健やかな子育てができるよう妊娠期から切れ目のない支援を行う必要があ
ります。

2020
（R2）年度

受診回数

１人当たりの
受診回数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

45,056

12.0

43,231

11.9

40,657

11.9

39,063

11.9

〈実績〉

（単位：回）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　人口推計による出生数から妊婦数の見込みを算出し、妊婦１人当たりの受診回数を過去の平均から
11.9回として量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
◯県内の実施施設は委託契約、県外の実施施設は委託契約または償還払いによる公費負担を行い、
経済的負担の軽減を図ることで、受診しやすい環境の確保に努めます。
◯医療機関等と連携し、妊婦の健診受診回数の増加につなげます。
◯妊娠届出時や電話、訪問等の際に定期的な受診を勧奨します。

2025
（R7）年度

量の見込み

確保数

36,783

43,274

2026
（R8）年度

36,200

42,588

2027
（R9）年度

35,688

41,896

2028
（R10）年度

35,272

41,496

2029
（R11）年度

34,915

41,076

〈受診回数〉
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（単位：件）

（単位：件）

乳児家庭全戸訪問事業b
事業内容
　子育て家庭の孤立を防ぐため、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、親子の心身の状
況や養育環境を把握し、子育てに必要な情報提供や助言を行います。また、支援が必要な家庭に対して
は、関連機関と連携し、必要な支援につなげます。

現状
　保健師・助産師・看護師による家庭訪問を実施しています。

　出産・子育て応援給付金事業の開始により、訪問率は上昇しています。訪問未実施者については、医
療情報や健診結果等より状況を把握し、支援が必要な対象者は、児童福祉部門と連携しながら支援し、
子育て家庭に対する伴走型相談支援の充実を図ります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　人口推計から出生数を算出し、訪問率は100％とします。

確保に向けての対応策
◯妊娠届出時などに乳児家庭全戸訪問事業について周知を図ります。
◯産科医療機関などの関係機関と連携し、訪問の勧奨に努めます。
◯訪問により、支援が必要な家庭には関係機関と連携して養育支援訪問事業につなげるなど、継続的
な支援に努めます。

量の見込み

確保数

2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度

3,091

3,091

3,042

3,042

2,999

2,999

2,964

2,964

2,934

2,934

〈実施件数〉

2020（R2）年度

対象件数

訪問件数

訪問率（％）

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度

3,726

3,621

97.2

3,637

3,512

96.6

3,429

3,332

97.2

3,204

3,163

98.7

〈実績〉
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（単位：件）

（単位：件）

乳児家庭全戸訪問事業b
事業内容
　子育て家庭の孤立を防ぐため、生後4か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、親子の心身の状
況や養育環境を把握し、子育てに必要な情報提供や助言を行います。また、支援が必要な家庭に対して
は、関連機関と連携し、必要な支援につなげます。

現状
　保健師・助産師・看護師による家庭訪問を実施しています。

　出産・子育て応援給付金事業の開始により、訪問率は上昇しています。訪問未実施者については、医
療情報や健診結果等より状況を把握し、支援が必要な対象者は、児童福祉部門と連携しながら支援し、
子育て家庭に対する伴走型相談支援の充実を図ります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　人口推計から出生数を算出し、訪問率は100％とします。

確保に向けての対応策
◯妊娠届出時などに乳児家庭全戸訪問事業について周知を図ります。
◯産科医療機関などの関係機関と連携し、訪問の勧奨に努めます。
◯訪問により、支援が必要な家庭には関係機関と連携して養育支援訪問事業につなげるなど、継続的
な支援に努めます。

量の見込み

確保数

2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R9）年度 2028（R10）年度 2029（R11）年度

3,091

3,091

3,042

3,042

2,999

2,999

2,964

2,964

2,934

2,934

〈実施件数〉

2020（R2）年度

対象件数

訪問件数

訪問率（％）

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度

3,726

3,621

97.2

3,637

3,512

96.6

3,429

3,332

97.2

3,204

3,163

98.7

〈実績〉

（単位：件）

利用者支援事業（①基本型）c
事業内容
　子育て家庭等が、多様な子育て支援サービスの中から必要なものを適切に選択できるよう、ファミ
リーパートナーが幼児教育・保育施設や地域の子育て支援サービスの利用に関する情報提供を行うとと
もに、子育て家庭からの相談に応じて、助言や関係機関とつなぐなどの支援を行います。また、こども
ルームと市立認定こども園を地域子育て相談機関として位置づけ、気軽に相談できる体制を作り、こど
も家庭センターと連携を取っていきます。

現状
　地域子育て支援室（子育て交流センター内）とこどもルーム（鶴崎、稙田）にファミリーパートナー(保
健師、心理士、保育士)を配置し、子育てに関する情報提供や相談業務を実施しています。さらに、こど
もルームと市立認定こども園の保育士等も相談に対応しています。

　コロナ禍で大幅に減少しましたが、5類移行と感染予防対策の徹底により増加傾向にあります。

ファミリーパートナーによる
育児等相談件数

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

1,103 1,698 1,601 1,573

〈実績〉
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（単位：箇所）

（単位：箇所）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　設置箇所については、引き続き、子育て交流センター、鶴崎こどもルーム及び稙田こどもルームの3か
所にファミリーパートナーを配置し、市内全域にあるこどもルームを定期的に巡回し、子育て相談に応じ
ます。また、こどもルームと市立認定こども園等に地域子育て相談機関を設置します。

確保に向けての対応策
　子育て家庭が利用しやすい子育て交流センターとこどもルームに、多様な専門職であるファミリー
パートナーを引き続き配置することで、保護者からのさまざまな育児相談にワンストップで対応します。
また、こどもルームと市立認定こども園も地域子育て相談機関であることを周知し、悩みを抱える子育
て家庭が気軽に相談できる体制の強化を図ります。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

〈ファミリーパートナー設置箇所数〉

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

〈地域子育て相談機関設置箇所数〉
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（単位：箇所）

（単位：箇所）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　設置箇所については、引き続き、子育て交流センター、鶴崎こどもルーム及び稙田こどもルームの3か
所にファミリーパートナーを配置し、市内全域にあるこどもルームを定期的に巡回し、子育て相談に応じ
ます。また、こどもルームと市立認定こども園等に地域子育て相談機関を設置します。

確保に向けての対応策
　子育て家庭が利用しやすい子育て交流センターとこどもルームに、多様な専門職であるファミリー
パートナーを引き続き配置することで、保護者からのさまざまな育児相談にワンストップで対応します。
また、こどもルームと市立認定こども園も地域子育て相談機関であることを周知し、悩みを抱える子育
て家庭が気軽に相談できる体制の強化を図ります。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

〈ファミリーパートナー設置箇所数〉

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

2029
（R11）年度

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

〈地域子育て相談機関設置箇所数〉

（単位：箇所）

（単位：箇所）

利用者支援事業（②特定型）c
事業内容
　「保育コンシェルジュ」を配置し、保育サービスに関する相談対応を行うとともに、地域における幼
児教育・保育施設や各種保育サービスに関する情報提供、利用に向けての支援などを行います。

現状
　子ども入園課において、保育施設や保育サービスの利用に関する相談対応等を行っています。

確保に向けての対応策
　子ども入園課に引き続き配置するとともに、保護者のニーズに合った保育サービスの利用相談や幼児
教育・保育施設の情報提供が行えるよう、保育コンシェルジュのスキルアップに努めます。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　保育施設への入所申込や、保育を希望される保護者の窓口相談・電話相談件数が多い子ども入園課
に配置します。

2020（R2）年度
設置箇所数

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度
1 1 1 1

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025（R7）年度
1
1

2026（R8）年度
1
1

2027（R9）年度
1
1

2028（R10）年度
1
1

2029（R11）年度
1
1

〈設置箇所数〉

ファミリーパートナー
パパママほっと相談コーナー

保育サービスに関する相談対応
各種保育サービスの情報提供

保護者

保育所

幼稚園

一時預かり
認定こども園

小規模保育事業

家庭的保育事業

認可外保育施設

事業所内保育事業

企業主導型保育事業

情報収集

（連携）

保育
コンシェルジュ
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（単位：箇所）

利用者支援事業（③こども家庭センター型）c
事業内容
　母子保健及び児童福祉が一体的な組織として子育て家庭に対する相談支援を実施することにより、
両機能の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、ポピュレー
ションアプローチとハイリスクアプローチを両輪として、切れ目なく、漏れなく対応していきます。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯設置箇所数：３か所（中央こども家庭センター、東部こども家庭センター、西部こども家庭センター）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　設置箇所数については、中央こども家庭センター（中央子ども家庭支援センター・中央保健セン
ター）、東部こども家庭センター（東部子ども家庭支援センター・東部保健福祉センター）、西部こども
家庭センター（西部子ども家庭支援センター・西部保健福祉センター）の３か所とします。

確保に向けての対応策
〇こども家庭センターは母子保健と児童福祉による一体的相談支援を通じ、虐待への予防的な対応から
子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、漏れなく対応するよう相談支援体制の構築に努めます。
〇妊産婦や子育て家庭の多様なニーズに対応できるよう体制整備や地域資源の開拓などを行います。

2025
（R7）年度

量の見込み

確保数

３

３

2026
（R8）年度

３

３

2027
（R9）年度

３

３

2028
（R10）年度

３

３

2029
（R11）年度

３

３

〈設置箇所数〉
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（単位：箇所）

利用者支援事業（③こども家庭センター型）c
事業内容
　母子保健及び児童福祉が一体的な組織として子育て家庭に対する相談支援を実施することにより、
両機能の連携・協働を深め、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、ポピュレー
ションアプローチとハイリスクアプローチを両輪として、切れ目なく、漏れなく対応していきます。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯設置箇所数：３か所（中央こども家庭センター、東部こども家庭センター、西部こども家庭センター）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　設置箇所数については、中央こども家庭センター（中央子ども家庭支援センター・中央保健セン
ター）、東部こども家庭センター（東部子ども家庭支援センター・東部保健福祉センター）、西部こども
家庭センター（西部子ども家庭支援センター・西部保健福祉センター）の３か所とします。

確保に向けての対応策
〇こども家庭センターは母子保健と児童福祉による一体的相談支援を通じ、虐待への予防的な対応から
子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、漏れなく対応するよう相談支援体制の構築に努めます。
〇妊産婦や子育て家庭の多様なニーズに対応できるよう体制整備や地域資源の開拓などを行います。

2025
（R7）年度

量の見込み

確保数

３

３

2026
（R8）年度

３

３

2027
（R9）年度

３

３

2028
（R10）年度

３

３

2029
（R11）年度

３

３

〈設置箇所数〉

（単位：回）

利用者支援事業（④妊婦等包括相談支援事業型）c
事業内容
　妊婦及びその配偶者等に対して、面談等の実施により、必要な情報提供や相談に応じるとともに、
ニーズに応じて必要な支援につなげる伴走型相談支援を行います。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
人口推計による出生数から妊婦数の見込みを算出し、1組（妊婦及びその配偶者等）当たり、3回以上
（妊娠届出時・妊娠8か月アンケート・乳児家庭全戸訪問等）の面接回数を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　こども家庭センターにて、妊娠・出産・育児に関する情報発信や各種相談に応じるため、体制整備や
関係機関との連携により、量の確保と支援内容の充実を図ります。

2025
（R7）年度

量の見込み

確保数

9,273

9,273

2026
（R8）年度

9,126

9,126

2027
（R9）年度

8,997

8,997

2028
（R10）年度

8,892

8,892

2029
（R11）年度

8,802

8,802

〈面接回数〉
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（単位：人）

一時預かり事業（幼稚園型）d
事業内容
　幼稚園や認定こども園において、教育時間の前後や長期休業日等に、１号認定を受けた満３歳以上の
在園児を預かる事業を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：市立認定こども園（3か所）、市立幼稚園（3か所）

※月曜日から金曜日は4時間程度、長期休業日は8時間程度実施
私立認定こども園（65か所）、私立幼稚園（6か所）
※月曜日から金曜日は4時間程度、土曜日や長期休業日は8時間程度実施

　認定こども園へ移行する施設の増加により、確保数が増加しています。

延べ利用人数／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

133,151

386,805

1,605

122,682

393,884

1,669

109,756

398,663

1,711

128,121

474,562

1,961

〈実績〉

イメージ図

＜1号認定＞
3～5歳

＜利用日数＞
週1～5日程度

～14時頃 14時～18時頃

教 育 就労、疾病等
による預かり
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（単位：人）

一時預かり事業（幼稚園型）d
事業内容
　幼稚園や認定こども園において、教育時間の前後や長期休業日等に、１号認定を受けた満３歳以上の
在園児を預かる事業を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：市立認定こども園（3か所）、市立幼稚園（3か所）

※月曜日から金曜日は4時間程度、長期休業日は8時間程度実施
私立認定こども園（65か所）、私立幼稚園（6か所）
※月曜日から金曜日は4時間程度、土曜日や長期休業日は8時間程度実施

　認定こども園へ移行する施設の増加により、確保数が増加しています。

延べ利用人数／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

133,151

386,805

1,605

122,682

393,884

1,669

109,756

398,663

1,711

128,121

474,562

1,961

〈実績〉

イメージ図

＜1号認定＞
3～5歳

＜利用日数＞
週1～5日程度

～14時頃 14時～18時頃

教 育 就労、疾病等
による預かり

（単位：人）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査における幼稚園や認定こども園の利用希望者のうち、一時預かり事業（幼稚園型）の
利用を希望するこどもの数や過去の利用実績、人口推計による出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　少子化による児童数の減少が想定されるものの、就労等による一時預かりのニーズは今後も増加する
ことが見込まれるため、必要とされる確保数を維持できるよう努めます。

※延べ利用人数/年の確保数は、定員/日の確保数×238日で算定

量の見込み/年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

104,318

470,526

1,977

100,906

470,526

1,977

96,492

470,526

1,977

91,637

470,526

1,977

2029
（R11）年度

88,291

470,526

1,977

〈延べ利用人数〉
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（単位：人）

一時預かり事業（幼稚園型を除く）d
事業内容
　家庭において保育を受けることが一時的に困難となったこどもについて、主として昼間において、保
育所や認定こども園で、一時的に預かる事業を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：保育所6か所（市立保育所：2か所、私立保育所：4か所）

認定こども園17か所（市立認定こども園：3か所、私立認定こども園：14か所）

延べ利用人数／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

10,001

31,328

133

10,397

29,903

128

10,109

27,775

120

11,557

37,058

156

〈実績〉

イメージ図

認定こども園・
保育所等に通って
いないこども

＜利用日数＞
月14日以内

※リフレッシュのときは、月5日以内

8時頃～ ～17時頃

就労、冠婚葬祭、リフレッシュ等
による預かり
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（単位：人）

一時預かり事業（幼稚園型を除く）d
事業内容
　家庭において保育を受けることが一時的に困難となったこどもについて、主として昼間において、保
育所や認定こども園で、一時的に預かる事業を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数：保育所6か所（市立保育所：2か所、私立保育所：4か所）

認定こども園17か所（市立認定こども園：3か所、私立認定こども園：14か所）

延べ利用人数／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

10,001

31,328

133

10,397

29,903

128

10,109

27,775

120

11,557

37,058

156

〈実績〉

イメージ図

認定こども園・
保育所等に通って
いないこども

＜利用日数＞
月14日以内

※リフレッシュのときは、月5日以内

8時頃～ ～17時頃

就労、冠婚葬祭、リフレッシュ等
による預かり

（単位：人）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査において、幼児教育・保育施設の利用を希望する世帯を除いた在宅で育児を希望する
世帯の数や、過去の利用実績、人口推計による出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　少子化による児童数の減少が想定されるものの、引き続き一定の利用ニーズが見込まれるため、必要
とされる確保数を維持できるよう努めます。

※延べ利用人数/年の確保数は、定員/日の確保数×234日で算定

量の見込み／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

13,064

37,206

159

12,593

37,206

159

12,323

37,206

159

12,071

37,206

159

2029
（R11）年度

11,874

37,206

159

〈延べ利用人数〉
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（単位：人）

（単位：人）

延長保育事業e
事業内容
　保護者の就労状況等により、保育所、
認定こども園等で、通常保育時間の前後
を延長して保育を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数 ： 147か所
　（内訳）保育所61か所（市立保育所：10か所、私立保育所：51か所）

認定こども園66か所（市立認定こども園：3か所、私立認定こども園：63か所）
地域型保育事業20か所（小規模保育事業：16か所、事業所内保育事業：4か所）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査の結果において、保育を必要とする児童のうち、「18時以降」の利用希望数と人口推
計による出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　少子化による児童数の減少が見込まれるものの、就労形態の多様化等により延長保育のニーズは依
然として高いため、必要とされる確保数を維持できるように努めます。

2020（R2）年度
実利用人数

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度
4,073 4,255 4,726 4,173

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025（R7）年度
4,231
4,231

2026（R8）年度
4,213
4,213

2027（R9）年度
4,211
4,211

2028（R10）年度
4,182
4,182

2029（R11）年度
4,164
4,164

〈実利用人数〉

イメージ図

延長保育 延長保育通常保育

11時間

延長保育

保育標準時間

保育短時間 延長保育通常保育

8時間
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（単位：人）

（単位：人）

延長保育事業e
事業内容
　保護者の就労状況等により、保育所、
認定こども園等で、通常保育時間の前後
を延長して保育を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数 ： 147か所
　（内訳）保育所61か所（市立保育所：10か所、私立保育所：51か所）

認定こども園66か所（市立認定こども園：3か所、私立認定こども園：63か所）
地域型保育事業20か所（小規模保育事業：16か所、事業所内保育事業：4か所）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査の結果において、保育を必要とする児童のうち、「18時以降」の利用希望数と人口推
計による出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　少子化による児童数の減少が見込まれるものの、就労形態の多様化等により延長保育のニーズは依
然として高いため、必要とされる確保数を維持できるように努めます。

2020（R2）年度
実利用人数

2021（R3）年度 2022（R4）年度 2023（R5）年度
4,073 4,255 4,726 4,173

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025（R7）年度
4,231
4,231

2026（R8）年度
4,213
4,213

2027（R9）年度
4,211
4,211

2028（R10）年度
4,182
4,182

2029（R11）年度
4,164
4,164

〈実利用人数〉

イメージ図

延長保育 延長保育通常保育

11時間

延長保育

保育標準時間

保育短時間 延長保育通常保育

8時間

（単位：人）

（単位：人）

事業内容
　保護者の就労、傷病、冠婚葬祭等により、家庭での保育が困難な病気のこどもを医療機関に併設の
保育施設で一時的に預かります。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数 ： 6か所（大分西部公民館区域1 ・ 大分南部公民館区域1 ・ 南大分公民館区域1・

鶴崎公民館区域1 ・ 大在公民館区域1 ・ 大南公民館区域1）
◯定員 ： 69人

確保に向けての対応策
　感染症流行期等の受け入れ拡大につながるよう、保育士確保の支援・施設等の機能の充実に努めます。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査における、病児保育を利用した、または利用を希望する世帯や、過去の利用実績、人
口推計による出生数から、量を見込むこととします。

病児保育事業f

延べ利用人数／年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

3,746
19,554
69

6,812
20,118
69

7,143
19,989
69

8,252
20,022
69

〈実績〉

・2020（令和2）年度は、11月の既存施設の大規模改修に伴い定員数が増加しました。
・2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス感染症の流行により利用者が減少しましたが、2021（令和3）年度以降は
　利用者数が流行前と同水準程度となっています。

※延べ利用人数/年の確保数は、定員/日の確保数×290日で算定

量の見込み/年

確保数
延べ利用人数/年

定員/日

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

15,632
20,010
69

15,091
20,010
69

14,624
20,010
69

14,140
20,010
69

2029
（R11）年度
13,791
20,010
69

〈延べ利用人数〉
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（単位：日）

（単位：日）

子育て短期支援事業g
事業内容
　保護者が疾病、出産、出張、育児不安等で家庭での養育が一時的に困難な場合や、平日の夜間や休日
に不在で家庭での養育が困難な場合に、児童養護施設や乳児院でこどもを預かります。（2024（令和
6）年4月から親子で利用することが可能となりました。）

現状
〈2024（令和6）年4月1日時点〉
◯実施施設数 ： 9か所（大分市3か所（うち1か所はファミリーホーム） ・ 別府市5か所 ・ 

由布市１か所）、里親6組

　ショートステイに関しては年々増加傾向。トワイライトステイは増減を繰り返しています。
※「ショートステイ」とは宿泊を伴う利用であり、「トワイライトステイ」とは平日の夜間や休日に利用することを言います。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　過去の利用実績を参考に量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　子育て短期支援事業については、利用者のニーズを考慮するとともに、施設との調整を十分に行い、
要支援児童等に対する支援が的確に行えるよう、量の確保に引き続き努めます。

延べ利用日数
ショートステイ

トワイライトステイ

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

453
56

442
71

545
45

714
88

〈実績〉

ショートステイ
量の見込み

確保数

トワイライト
ステイ

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

852
852
106
106

921
921
114
114

989
989
122
122

1,057
1,057
130
130

2029
（R11）年度
1,125
1,125
138
138

〈延べ利用人数〉
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（単位：日）

（単位：日）

子育て短期支援事業g
事業内容
　保護者が疾病、出産、出張、育児不安等で家庭での養育が一時的に困難な場合や、平日の夜間や休日
に不在で家庭での養育が困難な場合に、児童養護施設や乳児院でこどもを預かります。（2024（令和
6）年4月から親子で利用することが可能となりました。）

現状
〈2024（令和6）年4月1日時点〉
◯実施施設数 ： 9か所（大分市3か所（うち1か所はファミリーホーム） ・ 別府市5か所 ・ 

由布市１か所）、里親6組

　ショートステイに関しては年々増加傾向。トワイライトステイは増減を繰り返しています。
※「ショートステイ」とは宿泊を伴う利用であり、「トワイライトステイ」とは平日の夜間や休日に利用することを言います。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　過去の利用実績を参考に量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　子育て短期支援事業については、利用者のニーズを考慮するとともに、施設との調整を十分に行い、
要支援児童等に対する支援が的確に行えるよう、量の確保に引き続き努めます。

延べ利用日数
ショートステイ

トワイライトステイ

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

453
56

442
71

545
45

714
88

〈実績〉

ショートステイ
量の見込み

確保数

トワイライト
ステイ

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

2026
（R8）年度

2027
（R9）年度

2028
（R10）年度

852
852
106
106

921
921
114
114

989
989
122
122

1,057
1,057
130
130

2029
（R11）年度
1,125
1,125
138
138

〈延べ利用人数〉
（単位：人、件）

イメージ図

依頼会員

両方会員

子育てファミリー・サポート・センター

援助会員

お願いします おまかせください

ご相談ください

子育ての手助けを
してほしい人

子育ての手助けを
したい人

依頼会員と援助会員の
両方を兼ねることが
できます

❶ ❷❸ ❻

❹

❺

❶利用申し込み。
❷内容を確認し、援助会員を探します。
※数日で見つからない場合もあります。
❸援助会員の紹介。
❹アドバイザーを交え、事前打ち合わせ
　を行います。
❺活動及び活動終了後、報酬受け渡し。
❻月初めに前月分の活動の報告書提出
　（援助会員）。

子育てファミリー・サポート・センター事業h
事業内容
　保育所や放課後児童クラブ等の送迎や乳幼児を連れてでかけにくい場合など、一時的にこどもを預
かってほしい依頼会員の申し込みに応じて、育児の手助けができる援助会員を紹介します。

現状

　援助会員においては、新規登録者はあるものの、3年毎の登録更新を機会に退会する会員も多い状
況があります。

2020（R2）年度

2021（R3）年度

2022（R4）年度

2023（R5）年度

援助会員

159
163
149
149

依頼会員

1,420
1,452
1,471
1,540

両方会員

23
19
18
21

（依頼+両方）

1,443
1,471
1,489
1,561

実利用者数

135
135
92
119

活動件数

3,147
2,774
1,912
1,588

〈実績〉（各年度とも年度末）
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（単位：件）

確保に向けての対応策
　依頼会員の希望に対応できるよう、市報等により子育てファミリー・サポート・センターの広報を行
い、援助会員の確保に努めます。また、援助会員が継続して活動できるよう、登録更新の際に必要な講
習を受講しやすくしたり、会員同士の交流を図るなどの支援を行います。

量の見込み

確保数

2025（R7）年度

1,784
1,784

2026（R8）年度

1,891
1,891

2027（R9）年度

2,004
2,004

2028（R10）年度

2,125
2,125

2029（R11）年度

2,252
2,252

〈活動件数〉

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　依頼会員の登録数は毎年増加傾向にあるものの、登録のみ行い、実際に利用していない会員も多く
いるため、過去の延べ活動件数の実績から、今後の量を見込むこととします。
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（単位：件）

確保に向けての対応策
　依頼会員の希望に対応できるよう、市報等により子育てファミリー・サポート・センターの広報を行
い、援助会員の確保に努めます。また、援助会員が継続して活動できるよう、登録更新の際に必要な講
習を受講しやすくしたり、会員同士の交流を図るなどの支援を行います。

量の見込み

確保数

2025（R7）年度

1,784
1,784

2026（R8）年度

1,891
1,891

2027（R9）年度

2,004
2,004

2028（R10）年度

2,125
2,125

2029（R11）年度

2,252
2,252

〈活動件数〉

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　依頼会員の登録数は毎年増加傾向にあるものの、登録のみ行い、実際に利用していない会員も多く
いるため、過去の延べ活動件数の実績から、今後の量を見込むこととします。

（単位：人）

放課後児童クラブ事業　i
事業内容
　保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象として、放課後等に適切な遊びと生活の場を提
供し、放課後児童の健全育成を図ります。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数 ： 71か所（うち民間放課後児童クラブ16か所）
◯利用児童数 ： 5,808人
◯定員 ： 7,365人

　女性の就業率の上昇等により、保護者が就労等で昼間に家にいることができない家庭が増加し、放
課後児童クラブの需要は一層高まっています。施設整備や民間放課後児童クラブの活用により定員の
拡大に努めてきましたが、依然として定員を超えて受け入れをしている校区があります。今後、そのよう
な校区や定員を超えて需要が見込まれる校区を中心に、定員確保を進めていく必要があります。

利用児童数

確保の内容

低学年

高学年

全体

定員

定員拡大数

2020
（R2）年度

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

4,662

744

5,406

6,662

540

4,544

710

5,254

6,993

331

4,583

733

5,316

7,182

189

4,772

791

5,563

7,365

168

〈実績〉
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（単位：人）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　各校区別の児童数の見込みや、放課後児童クラブの利用児童の学年が上がるごとの利用継続率等に
より量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　各小学校区においてニーズを満たすよう、施設整備や民間放課後児童クラブの活用を進めます。

量の見込み
（利用児童数）

確保の内容

小学1年生

小学2年生

小学3年生

高学年

全体

定員

定員拡大数

2025
（R7）年度

1,926

1,774

1,379

1,232

6,311

7,590

84

2026
（R8）年度

1,907

1,753

1,425

1,219

6,304

7,675

85

2027
（R9）年度

1,853

1,751

1,411

1,220

6,235

7,725

50

2028
（R10）年度

1,879

1,707

1,428

1,225

6,239

7,822

97

2029
（R11）年度

1,822

1,742

1,410

1,227

6,201

7,878

56

〈クラブ利用児童数〉
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（単位：人）

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　各校区別の児童数の見込みや、放課後児童クラブの利用児童の学年が上がるごとの利用継続率等に
より量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　各小学校区においてニーズを満たすよう、施設整備や民間放課後児童クラブの活用を進めます。

量の見込み
（利用児童数）

確保の内容

小学1年生

小学2年生

小学3年生

高学年

全体

定員

定員拡大数

2025
（R7）年度

1,926

1,774

1,379

1,232

6,311

7,590

84

2026
（R8）年度

1,907

1,753

1,425

1,219

6,304

7,675

85

2027
（R9）年度

1,853

1,751

1,411

1,220

6,235

7,725

50

2028
（R10）年度

1,879

1,707

1,428

1,225

6,239

7,822

97

2029
（R11）年度

1,822

1,742

1,410

1,227

6,201

7,878

56

〈クラブ利用児童数〉

（単位：回）

（単位：回）

養育支援訪問事業j
事業内容
　乳児家庭全戸訪問事業等により、養育について積極的に支援する必要があると判断される家庭に関
して、保健師等専門職員の訪問による指導・助言を行うことで、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の
解決、軽減を図ります。

現状
　保健師等専門職員による育児に関する指導や助言を行っています。

確保に向けての対応策
　要支援児童等への適切な対応を行うため、関係機関との連携を強化し、量の確保と支援内容の充実
を図ります。　　　

　児童人口は減少していますが、利用回数は増減しています。
　対象家庭の養育上の問題は複雑・多様化しており、関係機関と連携し、継続的な支援を行っています。
※令和５年度までは、ヘルパーによる育児・家事の援助及び保健師等専門職員の訪問による指導・助言を行っていましたが、
令和６年度から、ヘルパーによる育児・家事の援助については、子育て世帯訪問支援事業に移行しています。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
◯過去の利用実績や人口推計による出生数から、量を見込むこととします。

2020
（R2）年度

延べ利用回数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

829
専門職 689
ヘルパー 140

832
専門職 617
ヘルパー 215

808
専門職 556
ヘルパー 252

817
専門職 627
ヘルパー 190

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

619

619

2026
（R8）年度

609

609

2027
（R9）年度

600

600

2028
（R10）年度

593

593

2029
（R11）年度

587

587

〈延べ利用回数〉
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（単位：人）

（単位：人）

地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援室、こどもルーム）k
事業内容
　就学前児童とその保護者などが、一緒に遊びながら交流できるふれあいの場を提供するとともに、親
子の育ちを支援する世代間交流や子育てボランティアの育成を行います。

現状
◯実施施設箇所数：12か所（地域子育て支援室1か所、こどもルーム11か所）

　コロナ禍で大幅に減少しましたが、5類移行と感染予防対策の徹底により増加傾向にあります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　地域子育て支援室が行う子育て教室、地域の子育てサロン等の支援活動、すくすく赤ちゃんルーム及
びこどもルームの利用者の実績から量を見込んでいます。

確保に向けての対応策
　こどもルーム等を利用する幼児が低年齢化している現状
にあわせた遊びの提供や支援を行います。また、地域子育て
支援室では、お父さん応援教室やプレママプレパパおしゃべ
り講座などの子育て教室を開催するほか、地域のサロン等へ
の活動支援を通して子育てボランティアの育成に努め、利用
者の増加を図ります。

2020
（R2）年度

こどもルーム
延べ利用人数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

119,347 147,923 160,279 202,119

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

240,116

250,000

2026
（R8）年度

237,715

250,000

2027
（R9）年度

235,338

250,000

2028
（R10）年度

232,984

250,000

2029
（R11）年度

230,655

250,000

〈延べ利用人数〉

イメージ図

・親子の交流の場の提供
・子育てに関する相談・援助
・地域の子育て関連情報の提供
・子育て支援に関する講習等

地域活動支援
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（単位：人）

（単位：人）

地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援室、こどもルーム）k
事業内容
　就学前児童とその保護者などが、一緒に遊びながら交流できるふれあいの場を提供するとともに、親
子の育ちを支援する世代間交流や子育てボランティアの育成を行います。

現状
◯実施施設箇所数：12か所（地域子育て支援室1か所、こどもルーム11か所）

　コロナ禍で大幅に減少しましたが、5類移行と感染予防対策の徹底により増加傾向にあります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　地域子育て支援室が行う子育て教室、地域の子育てサロン等の支援活動、すくすく赤ちゃんルーム及
びこどもルームの利用者の実績から量を見込んでいます。

確保に向けての対応策
　こどもルーム等を利用する幼児が低年齢化している現状
にあわせた遊びの提供や支援を行います。また、地域子育て
支援室では、お父さん応援教室やプレママプレパパおしゃべ
り講座などの子育て教室を開催するほか、地域のサロン等へ
の活動支援を通して子育てボランティアの育成に努め、利用
者の増加を図ります。

2020
（R2）年度

こどもルーム
延べ利用人数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

119,347 147,923 160,279 202,119

〈実績〉

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

240,116

250,000

2026
（R8）年度

237,715

250,000

2027
（R9）年度

235,338

250,000

2028
（R10）年度

232,984

250,000

2029
（R11）年度

230,655

250,000

〈延べ利用人数〉

イメージ図

・親子の交流の場の提供
・子育てに関する相談・援助
・地域の子育て関連情報の提供
・子育て支援に関する講習等

地域活動支援

（単位：日）

子育て世帯訪問支援事業l
事業内容
　家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対し、
家事育児を支援するヘルパーを派遣することで、保護者の妊娠・育児に対する不安や負担を軽減し、虐
待リスク等の高まりを未然に防ぐとともに、家庭における養育環境を整え、日常生活を営むことに支障
が生じている児童・生徒の支援を行います。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯委託事業所数：18事業所
　ヘルパーによる育児や家事などの支援を行っています。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　過去の利用実績や人口推計による児童数から、量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　要支援児童等への適切な対応を行うため、ヘルパー事業所へ働きかけを行い、量の確保と支援内容
の充実を図ります。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

493

493

2026
（R8）年度

483

483

2027
（R9）年度

473

473

2028
（R10）年度

462

462

2029
（R11）年度

451

451

〈延べ利用日数〉
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児童育成支援拠点事業m
事業内容
　養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる
場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等
の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつな
ぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こどもの
最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

現状
　養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対しては、現状、子ども家庭支援セ
ンターによる定期的な見守り支援を行うとともに、必要に応じ子育て短期支援事業をはじめとした家庭
支援事業や、子ども等見守り訪問支援事業など各種サービスを実施し、支援を行っています。また、児童
家庭支援センターや近隣の子ども食堂を案内し、経過観察するなど外部の関係機関とも連携を図る中
で、児童の健全育成を実施しています。このような取組を通して、緊急性が高いと判断されたこどもに
ついては児童相談所と適切な役割分担を行う中で虐待防止に努めています。

確保に向けての対応策
　事業実施に当たって、適切な施設の確保や人員の配置等の課題が多く、養育環境等に課題を抱える、
家庭や学校に居場所のない児童等に対しては、上記の取組を通じて虐待防止及び健全育成に努めてい
るところであり、引き続き現状の取組を継続しながら、地域資源の開拓等を行う中で本事業の実施につ
いて検討を行っていきます。
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児童育成支援拠点事業m
事業内容
　養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対して、当該児童の居場所となる
場を開設し、児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等
の相談支援、食事の提供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメントし、関係機関へのつな
ぎを行う等の個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供することにより、虐待を防止し、こどもの
最善の利益の保障と健全な育成を図ります。

現状
　養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない児童等に対しては、現状、子ども家庭支援セ
ンターによる定期的な見守り支援を行うとともに、必要に応じ子育て短期支援事業をはじめとした家庭
支援事業や、子ども等見守り訪問支援事業など各種サービスを実施し、支援を行っています。また、児童
家庭支援センターや近隣の子ども食堂を案内し、経過観察するなど外部の関係機関とも連携を図る中
で、児童の健全育成を実施しています。このような取組を通して、緊急性が高いと判断されたこどもに
ついては児童相談所と適切な役割分担を行う中で虐待防止に努めています。

確保に向けての対応策
　事業実施に当たって、適切な施設の確保や人員の配置等の課題が多く、養育環境等に課題を抱える、
家庭や学校に居場所のない児童等に対しては、上記の取組を通じて虐待防止及び健全育成に努めてい
るところであり、引き続き現状の取組を継続しながら、地域資源の開拓等を行う中で本事業の実施につ
いて検討を行っていきます。

（単位：人）

親子関係形成支援事業n
事業内容
　こどもとの関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じたこどもと
の関わり方等の知識や方法を身につけるため、当該保護者に対して、講義、グループワーク、個別のロー
ルプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護
者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設けることで、健全な親子関係の
形成に向けた支援を行います。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　親子の関係性やこどもの関わり方等に不安を抱えている家庭のうち、本事業の受講を希望する世帯
から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策　　　　
　子ども家庭支援センターから対象となる世帯に参加を促すとともに、関係機関との連携を強化し、量
の確保に努めます。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

29

50

2026
（R8）年度

29

50

2027
（R9）年度

28

50

2028
（R10）年度

28

50

2029
（R11）年度

27

50

〈延べ利用人数〉
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（単位：人）

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）　o
事業内容
　保育所や認定こども園等に通園していない0歳6か月～2歳の未就園児を対象に、月一定時間までの
利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等でこどもを預かります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査の結果において、こども誰でも通園制度の利用意向のある世帯の割合や、人口推計に
よる出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　こども誰でも通園制度のニーズを満たし、利用する施設や日時を選択しやすい環境を整えられるよ
う、既存の保育所や認定こども園、その他の子ども・子育て支援事業を実施する施設を活用し、量の確
保を図ります。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

118

－

2026
（R8）年度

103

52

2027
（R9）年度

97

72

2028
（R10）年度

92

92

2029
（R11）年度

87

104

〈必要定員数〉
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（単位：人）

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）　o
事業内容
　保育所や認定こども園等に通園していない0歳6か月～2歳の未就園児を対象に、月一定時間までの
利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等でこどもを預かります。

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　アンケート調査の結果において、こども誰でも通園制度の利用意向のある世帯の割合や、人口推計に
よる出生数から量を見込むこととします。

確保に向けての対応策
　こども誰でも通園制度のニーズを満たし、利用する施設や日時を選択しやすい環境を整えられるよ
う、既存の保育所や認定こども園、その他の子ども・子育て支援事業を実施する施設を活用し、量の確
保を図ります。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

118

－

2026
（R8）年度

103

52

2027
（R9）年度

97

72

2028
（R10）年度

92

92

2029
（R11）年度

87

104

〈必要定員数〉

（単位：人）

産後ケア事業　p
事業内容
　分娩施設退院後から一定の期間病院、診療所、助産所、自宅等において、助産師等の専門職が中心と
なり、母子に対して、母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能
力をはぐくみ、母子の愛着形成を促し、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援します。

現状
〈2024（令和6）年4月1日現在〉
◯実施施設数 ： 宿     泊     型 ： 県内22か所（医療機関20か所、助産所２か所）
　　　　　　　  デイサービス型 ： 県内32か所（医療機関20か所、助産所11か所

その他施設：1か所）　　　　　　　　　　
　　　　　　　  訪     問     型 ： 県内　21か所（医療機関3か所、助産所18か所）
◯対象者 ： 生後4か月未満（訪問型は生後1年未満）の赤ちゃんとお母さんで、宿泊、デイサービス、

訪問を合わせて7回まで

2020
（R2）年度

延べ利用人数

2021
（R3）年度

2022
（R4）年度

2023
（R5）年度

319 468 577 534

〈実績〉

※2023（令和5）年度までは、宿泊型、デイサービス型の延べ利用人数
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（単位：人）

確保に向けての対応策
〇国のユニバーサル化の推進に伴い、電子申請の導入等産婦だれもが利用しやすい体制整備を行います。
〇産後ケア事業利用者の増加が見込まれるため、県と連携し需要に応じた提供体制の確保に努めます。
〇個別のケアプランを作成し、ケア終了後も委託先と連携して引き続き切れ目のない支援の提供につなげ
ます。
〇支援が必要な産婦には関係機関と連携して医療機関につなげるなど、継続的な支援に努めます。

量の見込み

確保数

2025
（R7）年度

1,484

1,484

2026
（R8）年度

2,191

2,191

2027
（R9）年度

2,879

2,879

2028
（R10）年度

3,557

3,557

2029
（R11）年度

4,225

4,225

〈延べ利用人数〉

量の見込みと確保数
〈量の見込みの考え方〉
　2024（令和6）年度から訪問型が新たに加わったため、2024（令和6）年度の実績件数や人口推計
による出生数から、量を見込むこととします。
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